
仕 様 書

１ 概要

この仕様書は、千葉県警察において調達する消火器について必要な事項を定める。

２ 品名及び数量

別紙のとおり。

３ 規格等

（１）ＡＢＣ粉末蓄圧式消火器 １０型

・令和８年以降に製造されたものであること。

・グリーン購入法適合品であること。

・国家検定品であること。

・メーカーの混在は可能とする。

・規格、数量、納品先は別紙のとおり。

（２）廃棄消火器運搬

・廃棄物処理法関連規定「廃消火器リサイクルシステム」及び関係法令に基づき、

別紙施設から処理施設へ引き渡すまでの運搬を適法に行うこと。

（３）廃棄消火器リサイクルシール

・廃棄処分を行う別紙施設の消火器のうち、リサイクルシールの貼付のないもの、

同シールの期限が切れた消火器に貼付すること。

４ 納入（処分）期限

令和８年３月２５日

５ その他

（１）新消火器の納入について

・消火器にリサイクルシールを貼付した状態で納入すること。

・納入本数については、別紙のとおりとする。

・納入本数と廃棄消火器の引取り本数は同数ではないので注意すること。

・段ボール等の梱包容器から出して引き渡すとともに、梱包容器は持ち帰ること。

なお、設置場所への設置は要しない。

（２）廃棄消火器の引取りについて

廃棄消火器の引取本数、場所及びリサイクルシール必要数は、別紙のとおりとす

る。

（３）廃棄消火器は、廃棄物処理法関連規定「廃棄消火器リサイクルシステム」及び関

係法令に基づき適切に処理すること。

（４）見積金額には、新消火器本体のほか、消火器の配送費、廃棄消火器の引取運搬費

及びリサイクルシール費用を含めること。

（５ （株）消火器リサイクル推進センターの発行するリサイクルシールの購入（当該）

シールのみの購入の場合）に際して、消費税は「非課税」とするので、見積金額の

積算に当たっては注意すること。



（６）納入は平日の８時３０分から午後４時３０分までの間とする。納入、引取りに際

しては、受注者発行の納品書（メーカー及び配送業者の納品書は認めない ）を添。

付すること。

（７）この仕様書について疑義が生じた場合は、千葉県警察本部総務部会計課調度契約

第二係の指示又は承認を受けること。



別紙 　納入場所等一覧表

購入

10型

ABC粉末
３㎏

0.5㎏型 3型 10型

1 成田合同庁舎（交通機動隊） 13 13

2 警察犬訓練所（鑑識課） 4 4

3 第一機動隊 1 1

4 第二機動隊 3 3

5 ヘリコプター格納庫（航空隊） 16 16

6 警察学校 2 2

7 成田国際空港警備隊 6 6

8 千葉運転免許センター（運転免許課） 0 1 7 8

45 0 1 52 8 0

1 千葉中央警察署 0 13

2 千葉東警察署 1 1

3 千葉西警察署 19 40 1

4 千葉南警察署 0 0

5 千葉北警察署 0 0

6 習志野警察署 0 0

7 八千代警察署 1 1

8 船橋警察署 1 1

9 船橋東警察署 22 22

10 鎌ケ谷警察署 0 0

11 市川警察署 3 3

12 行徳警察署 0 1

13 浦安警察署 1 1

14 松戸警察署 1 2 1

15 松戸東警察署 0 0

16 野田警察署 0 0

17 柏警察署 2 1 2 1

18 流山警察署 4 4

19 我孫子警察署 4 4

20 佐倉警察署 2 2

21 四街道警察署 1 2

22 成田警察署 7 8

23 成田国際空港警察署 0 0

24 印西警察署 1 1

25 香取警察署 36 55

26 銚子警察署 0 0

27 旭警察署 0 0

28 匝瑳警察署 1 3 2

29 山武警察署 1 1

30 東金警察署 15 15

31 茂原警察署 0 7 7

32 いすみ警察署 0 1 1

33 勝浦警察署 0 0

34 市原警察署 7 7

35 木更津警察署 0 0

36 君津警察署 0 0

37 富津警察署 0 0

38 館山警察署 0 1 1 1 3

39 鴨川警察署 0 0

130 2 2 197 16 0

175 2 3 249 24 0

本部計

警察署計

総計

No

　　　　　　　　　区分

所属別

廃棄数のうちリサイクル
シールが必要な本数

小型類 大型類

廃棄

小型類



万 千 百 拾 円 千 百 拾 万 千 百 拾 円

1 消火器 本 175

2 廃棄消火器運搬料 本 254

3 リサイクルシール（廃棄用） 枚 24

購入等件名　消火器ほか２品目

品目 単位
予定
数量
①

税抜単価② 金額（①×②）

合　　　　　　　　　　　　　計

案件番号（物品－１６６）

※１，２について、記載された単価に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額をもって契約単
価とするため、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積
もった契約希望単価の１１０分の１００に相当する金額（小数点第二位まで記載可）を記載すること。

※３について、非課税とする。

※本内訳書はオープンカウンター見積書に添付すること。

※本社の商号又は名称（支店等の名称）は必ず記載すること。

※合計金額欄に記載された金額は、オープンカウンター見積書に記載された金額と同一であること。

内　　訳　　書

本社の商号又は名称
(支店等の名称)


